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「第４ 次柏市 生涯 学習推 進計画 」の 策定に あたっ て  

 

  

「  笑顔と元 気が 輪とな り広が るま ち柏  」  

                   を目指して  

 

 柏 市 で は ，「 第 ３ 次 柏 市 生 涯 学 習 推 進 計 画 」に 沿 っ て 「 学 び あ い 」の 中 で 市

民 が 交 流 を 深 め ， 地 域 の 「 支 え あ い 」 が 進 む こ と を 目 指 し て ま い り ま し た 。  

 現 在 ，国 の 施 策 を 見 て み る と ，「 第 ３ 期 教 育 振 興 基 本 計 画 」で は ，教 育 政 策

に 関 す る 基 本 方 針 の 一 つ と し て「 生 涯 学 び ，活 躍 で き る 環 境 を 整 え る 」が 挙 げ

ら れ て い ま す 。ま た ，「 中 央 教 育 審 議 会 答 申 」で は ， 地 域 に お け る 社 会 教 育 の

在 り 方 と し て「 社 会 教 育 を 基 盤 と し た ，人 づ く り ・ つ な が り づ く り ・ 地 域 づ く

り 」 が 打 ち 出 さ れ ま し た 。  

 人 生 １ ０ ０ 年 時 代 が 現 実 味 を 帯 び た 今 ，学 び の か た ち は 変 わ ろ う と し て い ま

す 。 Soc i e t y5 .0 の 到 来 に 伴 う 人 工 知 能 の 急 速 な 普 及 と 雇 用 構 造 の 変 化 ， そ の

一 方 で 現 れ た 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 拡 大 や 経 済 格 差 な ど の 社 会 問 題 に

対 し て ， 私 た ち は ど の よ う に 取 り 組 ん で い く べ き で し ょ う 。  

 人 工 知 能 な ど の 技 術 革 新 は ， 私 た ち の 生 活 に 変 化 を も た ら し ま す 。 し か し ，

そ れ は 直 面 す る 課 題 を 解 決 し ，一 人 一 人 が 快 適 に 暮 ら せ る 社 会 を 実 現 す る た め

の も の で す 。ま た ，感 染 症 の 脅 威 か ら 人 と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 取 り 方 が 変

わ っ て も ， つ な が り の 重 要 性 が 損 な わ れ る も の で は な い は ず で す 。  

 こ れ ら を 踏 ま え ，第 ４ 次 柏 市 生 涯 学 習 推 進 計 画 で は ，生 涯 学 習 に お け る 学 ぶ

側 ，伝 え る 側 ，ま た そ の 両 方 の 立 場 か ら ，こ れ か ら の 社 会 に ど う 対 応 す べ き か

を 考 え ま し た 。一 人 一 人 の 学 び が 充 実 の 笑 顔 と 元 気 に な り ，地 域 貢 献 の 形 で 更

な る 笑 顔 と 元 気 を 広 げ て い く 。そ ん な ，お 互 い を 思 い 合 う ま ち づ く り を 支 援 す

る こ と を 一 番 に 考 え た 計 画 と し ま し た 。  

 

 

 令 和 3年 3月            柏 市 長   秋  山  浩  保  
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  第４次柏市生涯学習推進計画  全体構成図  

１  柏市が目指す生涯学習像  
 

 

 

 

 

 

２  基本方針（目指す方向性）  
 

 

 

 

 

 

 

３  基本方針（取組方針）  
 

 

 

 

 

笑顔と元気が輪となり広がるまち柏  

～学び を通じ た地 域活性 化～  

・子どもたちが健やかに成長するように  

・コミュニティの中に人と人のつながりが増え  

 るように  

・すべての人が学べる環境に包まれるように  

 (1)「はじめるきっかけ」を支援 

(2)「もっと知りたい,つながりたい」を支援 

(3)「ひろく伝えたい」を支援 

情
報
提
供
に
よ
る

学
び
の
支
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１  学 び を 後 押 し  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この計画の特徴  

 

①環境整備で 学びを後押し  

 

 一人一人の 学びが生きがい・やりがいに つな

がり，更に日々の生活の充実につながること。  

 そのために ，生涯学び，活躍できる環境を整

えることに関わる事業を掲載しました。  

 

 

②目指す方向性を基本方針 で明確化  

          

 一人一人の学びを後押しするにあたり，柏市

が生涯学習振興によって進める基本方針 を，

「子ども」・「コミュニティ」・「環境整備」

をキーワードにした３本に定め 明確にしまし

た。  

 

 

③学びの発展 ・循環を段階的に支援  

         

 楽しさをベースにした学びなどの「きっかけ

づくり」から始め，「他者とのつながり 」，そ

して「学びの発展・循環」へと段階的に支援す

るようにしました 。  
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第１章 計画の策定にあたって  
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第１節  計画の策定にあたって  

１  計画策定の背景  
 
 第 ３ 次 柏 市 生 涯 学 習 推 進 計 画 で は ，「 地 域 に お け る 生 涯 学 習 社 会 の 形 成 」を

掲 げ ，一 人 一 人 が 自 分 に 適 し た 方 法 で 学 習 が で き ，そ の 成 果 が 地 域 社 会 に 還 元

で き る ま ち を 目 指 し た 施 策 を 進 め て き ま し た 。  

 

第 ３ 次 計 画 策 定 時 か ら 現 在 ま で の 国 ・ 県 及 び 柏 市 の 動 き  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 計 画 策 定 の 視 点  

 第 ３ 次 柏 市 生 涯 学 習 推 進 計 画 の 基 本 的 な 理 念 を 踏 襲 し つ つ ，国 の 新 た な 生 涯

学 習 施 策 の 方 針 及 び 市 の 関 連 計 画 の 方 向 性 を 加 味 し た も の と し ま す 。  

新しい時代の教育や地方創生の  

実現に向けた学校と地域の連携・  

協働の在り方と今後の推進方針  

について 

 中央教育審議会答申 H27.12 

第二期柏市子ども・子育て  

支援事業計画   R2.4 

国 ・ 県 の 動 き  

平 成 3 0 年  

第３期教育振興基本計画  H30.6 

 

人口減少時代の新しい地域づくりに

向けた社会教育の振興方策について  

  中央教育審議会答申 H30.12 

 

人づくり革命基本構想 

 人生 100 年時代構想会議 H30.6 

平 成 2 7 年  平 成 31(令 和 元 )年  

障害者活躍推進プラン 

 H31.4 

令 和 2 年  

新学習指導要領 R2.4 

 

第３期千葉県教育振興 

基本計画    R2.2 

平 成 2 8 年  

第３次柏市生涯学習推進計画  

柏市第五次総合計画前期基本計画  

柏市教育振興計画後期基本計画 

平 成 31(令 和 元 )年  

柏市図書館のあり方  H31.2 

コミュニティ・スクール始動  

令 和 2 年  

柏 市 の 動 き  
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２  計画の位置付け  
   

  本 計 画 は ， 市 の 最 上 位 計 画 で あ る 「 柏 市 第 五 次 総 合 計 画 」 の 部 門 計  

 画 と し て 策 定 し ま す 。 「 柏 市 第 五 次 総 合 計 画 」 に お い て は ， 生 涯 学 習 分  

 野 の 施 策 に つ い て ，「 分 野 １  こ ど も 未 来 」と「 分 野 ４  地 域 の ち か ら 」  

 に 位 置 付 け ら れ て い ま す 。  

  ま た ， 市 の 教 育 が 目 指 す べ き 方 向 性 及 び 目 標 を 明 ら か に し た 「 柏 市  

 教 育 振 興 計 画 」 と 整 合 を 図 る こ と と し ま す 。  

  な お ，文 化・ス ポ ー ツ 分 野 に つ い て は ，該 当 の 個 別 計 画 と の 協 力 体 制 に  

 よ り 進 め て い き ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部
門
計
画 

    柏市第五次総合計画 （市 の最 上 位 計 画 ）  

① 

こ

ど

も
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来 

② 
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康

・

サ

ポ

ー
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・

活
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境

・
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基

盤 

⑥ 

安

全

・

安

心 

⑦ 

マ

ネ

ジ

メ

ン

ト 

④ 

地

域

の

ち

か

ら 

分  野  別  施  策  体  系  
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市
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涯
学
習
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計
画 

 

柏
市
教
育
振
興
計
画 

部
門
計
画 

整合  
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３  計画の期間  
 

  本 計 画 は ， 生 涯 学 習 推 進 に 向 け た 中 長 期 的 な 方 向 性 を 示 す こ と か ら ，  

 計 画 期 間 は 令 和 3 年 度 か ら 令 和 ７ 年 度 ま で の ５ 年 間 と し ま す 。  

  た だ し ， 社 会 情 勢 の 変 化 や 施 策 の 進 捗 状 況 等 を 踏 ま え ， 必 要 に 応 じ  

 て 見 直 し を 図 り ま す 。  

 

 

 

平 成 ／ 令 和  H 2 8  H 2 9  H 3 0  R 1  R 2  R 3  R 4  R 5  R 6  R 7  

西 暦  2 0 1 6  2 0 1 7  2 0 1 8  2 0 1 9  2 0 2 0  2 0 2 1  2 0 2 2  2 0 2 3  2 0 2 4  2 0 2 5  

柏市第五次  

総合計画  

          

柏市教育振

興計画  

          

柏 市 生 涯 学

習 推 進 計 画  

          

柏市芸術文

化振興計画  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柏 市 第 五 次 総 合 計 画  

第 ２ 次  

柏 市 教 育 振 興 計 画  

第 ４ 次  

柏 市 生 涯 学 習 推 進 計 画  

第 ３ 次  

柏 市 生 涯 学 習 推 進 計 画  

第 四 次  

柏 市 芸 術 文 化 振 興 計 画  

第 五 次  

柏 市 芸 術 文 化 振 興 計 画  

柏 市 教 育 振 興 計 画  
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４  国・県の考え方  
 

国の考え方（抜粋）  

♦ 第 ３ 期 教 育 振 興 基 本 計 画  （ 平成 30 年 6 月１５日  閣議決定）  

  方 針 ： 生 涯 学 び ， 活 躍 で き る 環 境 を 整 え る  

  目 標 ： ・人生１００年時代を見据えた生涯学習の推進  

       ・人々の暮らしの向上と社会の持続的発展のための学びの推進  

       ・職業に必要な知識やスキルを生涯を通じて身に付けるための社会人の学び直  

      しの推進  

       ・障害者の生涯学習の推進  

 

♦ 障 害 者 活 躍 推 進 プ ラ ン  （平成 31 年 4 月２６日  文部科学省）  

  障 害 の あ る 人 の 生 涯 に わ た る 多 様 な 学 び を 応 援 す る  

   ・ 学 び の 場 の 充 実 に 向 け た 基 盤 の 整 備  

   ・ コ ン フ ァ レ ン ス の 実 施  

   ・ 生 涯 学 習 機 会 の 充 実 に 向 け た 調 査 研 究  

 

♦人づくり革命 基本構想  （平成 30 年 6 月 13 日  人生 100 年時代構想会議）  

 〈基本構想の考え方（抜粋）〉  

  人生 100 年時代には、高齢者から若者まで，全ての国民に活躍の場があり，全ての人  

が元気に活躍し続けられる社会，安心して暮らすことのできる社会をつくる必要があり， 

その重要な鍵を握るのが「人づくり革命」，人材への投資である。  

 

県の考え方（抜粋）  

♦ 次世代へ光り輝く「教育立県ちば」プラン  

                  （令和 2 年 2 月 12 日  第 3 期千葉県教育振興基本計画）  

 基本目標３  

     ちばの教育の力で，家庭と地域の絆を深め，全ての人が活躍できる環境を整える  

     ・家庭教育への支援と家庭・地域との連携・協働の推進  

     ・人生１００年時代を見据えた生涯学習の推進  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について  

                      （平成 30 年 12 月２１日  中央教育審議会答申）  

 〈今後の地域における社会教育の在り方〉  

  ・地域における社会教育の意義と果たすべき役割  

    ～「社会教育」を基盤とした，人づくり・つながりづくり・地域づくり～  

  ・新たな社会教育の方向性   ～開かれ，つながる社会教育の実現～  
 
 
 

♦新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と  

今後の推進方策について         （平成 27 年 12 月２１日  中央教育審議会答申） 

 <地域学校協働答申の理念（抜粋） > 

  未来を創り出す子供たちの成長のために，学校のみならず，地域住民や保護者等も含め，  

国民一人一人が教育の当事者となり，社会総掛かりでの教育の実現を図ること。そのこと  

を通じ，新たな地域社会を創り出し，生涯学習社会の実現を果たしていくこと。  
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 新しい生活様式に合わせた新しい学び  
 

 新型コロナウイルス感染症の流行は，生涯学習のあり方にも大きな影響を及ぼしています。  

 一方，2016 年に提唱された Society5.0（下段注参照）では， IoT や AI などの最新テクノロジ

ーを活用して少子高齢化，地域格差，経済的制限などの課題を解決し，一人一人が快適に暮らせる

社会の実現が目的とされています。  

 Society5.0 に入りつつある今，生涯学習はいかに対応してゆくべきか，教える側，学ぶ側の立場

から考えることが重要です。  

 これまで，ライフスタイルの変化に伴って様々に工夫され始めてきた学習スタイルは，新しい生

活様式に合わせることにより，その変化と必要性を加速させつつあります。  

 

 柏市の取組事例  動 画 配 信 ・ SNS 発 信 等  

 ・かしわミュージアム（文化課）  

 ・おウチ de トレーニング（スポーツ課）  

 ・これから赤ちゃんを迎える方へほか（地域保健課）  

 ・子ども向け工作動画ほか（児童センター）  

 ・家庭教育支援  子育て通信（生涯学習課）  

 ・読み聞かせ動画（図書館）        など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

か し わ ミ ュ ー ジ ア ム  

柏 の む か し ば な し  

注：Society5.0（ソサエティ 5.0） 
 
 サイバー空間とフィジカル（現実）空間
を高度に融合させたシステムにより，経済
発展と社会的課題の解決を両立する人間
中心の社会 
 
内閣府 科学技術基本計画 2016 年度より 

コラム  



 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 生涯学習の推進に向けて  
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第１節  計画の基本的な考え方  

１  生涯学習の定義  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生 涯 学 習 と は  
 

 国民一人一人が，自己の人格を磨き，豊かな人生を送ることができるよう，

その生涯にわたって，あらゆる機会に，あらゆる場所において学習することが

でき，その成果を適切に活かすことのできる社会の実現が図られなければなら

ない。          （ 教 育 基 本 法 第 ３ 条 「 生 涯 学 習 の 理 念 」 ）  

学 習 と は 何 か ？  
 

「何かを知ったり様々な活動をすることにより，その人の考え方や行動が変わ

ること」と考えると  

 例えば  

  ・コーヒー好きが高じて茶話会や講習会に通いつめ，遂にカフェ店長になったお兄さん 

   ・子育てサークルで話しているうちに気持ちが楽になり，いつの間にか子どもとの時間を楽し 

    んでいるお母さん 

   ・地域の行事「八朔相撲」を子どもの応援で初めて知って以来，気付けば毎年参加して，今で 

      はすっかり名物行司になったお父さん 

 みんな学ぶ人，生涯学習する人だと思います。 

青少年  

高齢者・福祉  

男女共同  

まちづくり 
民間教育  

事業者  

大学  NPO 

社会教育  

学校教育  家庭教育支援  

企業  

生 涯 学 習 振 興 行 政 のイメージ図  

教 育 行 政  

社会教育の領域拡大 

 社会教育領域が周

辺を拡大し，教育行

政からはみ出して

様々な行政領域や団

体等と関わるように

なる。 

 その上で，学校教

育・家庭教育支援と

つながって生涯学習

行政を構成する。 

記        号 

       支 援 

 

      連携・協働 
このイメージ図は文部科学省が示す教育行政のネットワーク体系図を参考に作成したものです。  
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２  生涯学習を取り巻く柏市の現状  
 
柏 市 民 の 意 識（R２年 教育・生涯学習・芸術文化に関するアンケートから）  

調査時期：令和元年 11 月  対象：柏市民 4,000 名（無作為抽出）  

● こ の 1 年 間 に ， 生 涯 学 習 を し た こ と が あ る か  

 

● 生 涯 学 習 を し た 理 由  

 

  

 

 

 

 

 

● 生 涯 学 習 を し な か っ た 理 由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 生 涯 学 習 を し た 理 由 と し て 「 人 生 を 豊 か に す る た め 」 や 「 教 養 を 深 め る た め 」 が 挙 が る 一

方 ， し な か っ た 理 由 で は 「 仕 事 が 忙 し い 」 に 次 い で 「 き っ か け が な い 」 が 挙 が り ま し た 。  

 ま た ， 「 必 要 な 情 報 が 入 手 で き な い 」 や 「 一 緒 に 活 動 す る 仲 間 が い な い 」 と の 回 答 は ， 何 ら

か の 理 由 で 人 と の つ な が り が 希 薄 な 人 の 存 在 を 示 し て い る と 考 え ら れ ま す 。  

 現 在 は 生 涯 学 習 を し て い な い 人 が 主 体 的 に 学 び 始 め ら れ る ま ち を 目 指 す に は ， 楽 し さ や 生 活

の 充 実 感 を 得 ら れ る き っ か け 作 り へ の 支 援 と 共 に ， 活 動 情 報 の 提 供 や 時 間 の 制 約 が あ っ て も 参

加 で き る 工 夫 な ど が 求 め ら れ ま す 。 ま た ， 学 ん だ こ と や 活 動 し た こ と が 地 域 の 豊 か さ に つ な が

る 実 感 が 広 が る と ， 人 と 人 と が つ な が り 互 い を 思 い 合 う ま ち の 姿 が 見 え て き そ う で す 。  
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３  第３次柏市生涯学習推進計画の総括  
 

  第 ３ 次 柏 市 生 涯 学 習 推 進 計 画 で は ， 「 地 域 に お け る 生 涯 学 習 社 会 の 形 成   

 ～ 学 び あ い  支 え あ う ま ち  か し わ ～  」 と い う 生 涯 学 習 像 を 実 現 す る た め ，  

 「 地 域 づ く り へ の 参 画 支 援 」 「 子 育 て ・ 親 育 ち の 支 援 」 「 生 涯 学 習 情 報 の  

 提 供 」 を 重 点 施 策 （ ３ 本 の 柱 ） と し て 定 め ， 計 画 を 推 進 し ま し た 。  

 

 【重点施策（3 本の柱）の施策体系図】  
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第３次計画重点施策の総括  

 

 本 計 画 の 策 定 に あ た り ，令 和 元 年 度 に 実 施 し た 所 管 課 に よ る 各 具 体 的 事 業 の

評 価 の ま と め 等 を 踏 ま え て ，重 点 施 策 ご と に 第 ３ 次 柏 市 生 涯 学 習 推 進 計 画 の 総

括 を 行 い ま し た 。  

 

 １  地 域 づ く り へ の 参 画 支 援  

  

 ▪  人 生 １ ０ ０ 年 時 代 に お い て は ， 若 者 か ら 高 齢 者 ま で 全 て の 市 民 が 元 気 で 活 躍  

 し 続 け ら れ る コ ミ ュ ニ テ ィ を つ く る 必 要 が あ る 。 そ の た め に は ， 学 び の 場 で あ  

 る 社 会 教 育 施 設 等 を 拠 点 に ， 楽 し さ を ベ ー ス と し た 学 び を 入 口 と す る こ と も 想  

 定 し つ つ ， 生 き が い づ く り が 地 域 課 題 に 関 わ る き っ か け と な る よ う な イ ベ ン ト  

 等 を 行 う こ と が 有 効 で あ る 。  

 ▪  地 域 の 課 題 が 多 様 化 か つ 複 雑 化 し て い る こ と を 考 え る と ， 地 域 課 題 の 解 決 に  

 対 し て 積 極 的 に 取 り 組 ん で い る 市 民 や 団 体 ， あ る い は こ れ か ら 地 域 で 何 か を 始  

 め よ う と し て い る 市 民 へ の 支 援 を 行 政 機 関 が 個 々 に 行 う の で は な く ， 連 携 し 合  

 う こ と で 地 域 課 題 解 決 へ の 取 り 組 み の 好 循 環 を 作 っ て い く こ と が 求 め ら れ て  

 い る 。  

 

 ２  子 育 て ・ 親 育 ち の 支 援   

 

 ▪  地 域 の つ な が り の 希 薄 化 や 核 家 族 化 が 進 む こ と で 子 育 て に つ い て 相 談 で き  

 る 環 境 が 少 な く な り ， 育 児 に 不 安 を 持 つ 親 が 増 え て い る 。  

 ▪  今 後 ， さ ら に 進 行 し て い く 少 子 高 齢 化 社 会 に お い て 子 育 て 支 援 を 充 実 さ せ て  

 い く た め に は ， 子 育 て 世 代 の 親 へ の 支 援 の 充 実 だ け で な く ， 子 ど も た ち を 全 世  

 代 で ， ま た 地 域 総 が か り で 育 て る 視 点 を 持 つ こ と が 求 め ら れ て い る 。 そ し て ， 

 そ の 環 境 で 学 び ， 育 っ た 子 ど も た ち が 地 域 の 未 来 の 担 い 手 に な っ て い く こ と を  

 目 指 す ， 学 び の 循 環 の 視 点 が 必 要 と さ れ て い る 。  

 

 

 

 

 

 上記１，２の重点施策の視点は引き続き重要です。  

・個人が互いに少しずつ配慮しながらも地域に関わり，より良い地域を作ることができる  

 関係を深めること  

・社会に寄る辺のない，孤立した状態に置かれた人を生まないよう，つながり合うこと  

 これらの課題に対して，生涯学習を通して取り組むことが必要と考えられます。  



 

12 

 

 ３  生 涯 学 習 情 報 の 提 供  

   

 ▪  情 報 は ， 様 々 な 学 び や 活 動 の 場 に 一 歩 踏 み 出 す き っ か け と な る も の で あ り ， 

 時 間 的 制 約 の 多 い 現 役 世 代 や 生 涯 学 習 に 関 心 が 低 い と さ れ る 若 年 層 へ 参 加 を  

 呼 び 掛 け る 手 段 と し て も 有 効 と 考 え ら れ ， 今 後 も 情 報 提 供 に 係 る 環 境 の 整 備 に  

 尽 力 し て い く 必 要 が あ る 。  

 ▪  イ ン タ ー ネ ッ ト 環 境 の 整 備 や Ｉ Ｃ Ｔ 機 器 の 急 速 な 発 展 に よ り ， 市 民 が 生 涯 学  

 習 情 報 を 得 る 手 段 も 多 様 化 し て い る 。 時 代 の 変 化 に 合 わ せ た 学 習 機 会 の 提 供 は ， 

 さ ら に 重 要 性 を 増 し て お り ， 未 来 志 向 で 様 々 な 方 向 性 を 検 討 し て い く べ き で あ  

 る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 重 点 施 策 の う ち 「 地 域 づ く り へ の 参 画 支 援 」 ， 「 子 育 て ・ 親 育 ち

の 支 援 」 の 理 念 を 引 継 ぐ 。  

 基 本 方 針 「 子 ど も た ち が 健 や か に 成 長 す る よ う に 」 ， 「 コ ミ ュ ニ

テ ィ の 中 に 人 と 人 の つ な が り が 増 え る よ う に 」 （ 後 述 ） と し て 位 置

付 け ， 実 現 に 向 け た 取 組 を 進 め る 。  

 

② 重 点 施 策 の 「 生 涯 学 習 情 報 の 提 供 」 を 同 じ く 本 計 画 の 取 組 方 針

「 情 報 提 供 に よ る 学 び の 支 援 」 （ 後 述 ） に 引 継 ぎ ， 全 て に 関 わ る 支

援 と し て 位 置 付 け る 。  

 

③ ３ つ の 重 点 施 策 の 総 括 で 得 ら れ た 課 題 を ， 本 計 画 で 作 成 す る 取 組

方 針 （ 後 述 ） に 反 映 さ せ る こ と と す る 。  

 ま た ， 施 策 体 系 に は 分 野 に 関 わ ら ず 生 涯 学 習 の 各 段 階 に 応 じ て 必

要 と な る 具 体 的 事 業 を 組 み 入 れ ， 実 現 に 向 け た 取 組 を 進 め る 。  

こ れ を 受 け て 本 計 画 で は  次 の よ う に 進 め て い き ま す  



 

13 

 

４  柏市が目指す生涯学習像  
 

 目 指 す 生 涯 学 習 像 を 次 の と お り と し ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 こ の 生 涯 学 習 像 は ，柏 市 第 五 次 総 合 計 画 が 設 定 し た 将 来 都 市 像 の 実 現 を 生 涯

学 習 の 面 か ら 推 進 し て い く こ と を 表 現 し て い ま す 。  

 

  

 

  

 柏 市 第 五 次 総 合 計 画 に お け る こ の 将 来 都 市 像 は ，  

  ① 先 進 的 な ま ち を つ く る  

  ② 持 続 可 能 な ま ち を つ く る  

  ③ 地 域 課 題 を 克 服 し た 暮 ら し や す い ま ち を つ く る  

と い う 視 点 か ら 設 定 さ れ て い ま す 。  

  

 少 子 高 齢 化 や 人 口 減 少 ，地 域 を 支 え る 力 の 低 下 と い っ た 課 題 を 克 服 す る た め

に は ，地 域 力 を 高 め ，こ れ を 全 市 的 に 波 及 さ せ て い く 必 要 が あ り ，こ の 点 を「 笑

顔 と 元 気 が 輪 と な り 広 が る 」と 表 現 し て い ま す が ，こ の 視 点 は ，生 涯 学 習 の 推

進 に お い て も 共 通 す る 考 え 方 で す 。  

 

 個 人 の 学 び と 小 さ な 地 域 貢 献 を き っ か け に ，人 と 人 が つ な が り 人 と 地 域 が つ

な が る こ と を 支 援 し ， 地 域 課 題 の 解 決 に 結 び 付 け る こ と を 目 指 し ま す 。  

 ま た ，「 生 涯 学 習 振 興 行 政 の イ メ ー ジ 図 」で 示 し た よ う に ，ま ち づ く り や 福

祉 な ど に 関 わ る 様 々 な 行 政 施 策・団 体 等 が 地 域 に 注 目 し て 社 会 基 盤 を 築 き ，学

校 教 育・家 庭 教 育 支 援 と 連 携 し な が ら 展 開 す る 生 涯 学 習 の あ り 方 を 目 指 し ま す 。 

 市 民 一 人 一 人 が 互 い に 関 わ り 合 い ，孤 立 し た 人 の い な い ま ち の イ メ ー ジ を こ

の 生 涯 学 習 像 に よ っ て 表 現 し ま し た 。  

柏市第五次総合計画の将来都市像 

未 来 へ つ づ く 先 進 住 環 境 都 市 ・ 柏  

～ 笑 顔 と 元 気 が 輪 と な り 広 が る 交 流 拠 点 ～  

 

笑顔と元気が輪となり広がるまち柏  
～学びを通じた地域活性化～  



 

14 

 

５  第２次柏市教育振興計画  
 

 第２次柏市教育振興計画は，主に学校教育分野を中心とした計画であり，本計画と密接に

関係しながらも別計画として策定されています。  

 しかし，国の第３期教育振興基本計画では両者が一体的に位置付けられていることから，

また，地域学校協働活動の推進や子どもたちが生涯学び続ける力を育成する意味においても，

学校教育との連携は不可欠です。  

 そこで，本計画においては策定段階から第２次柏市教育振興計画との整合を図り，互いの

基本理念及び施策体系を共有することとしました。  

 

 

 

 

  

 教育 振興計 画の 方向性  ～学 校教 育分野 ～  

◆ 学 ぶ 意 欲 を 育 成 す る  

子どもたちが生涯にわたり学び続ける基礎を培うため，教職員の指導力を高めること

で，学校図書館，ＩＣＴ，人的支援を効果的に活用した，子どもたちの実態に合った

分かる授業を推進し，子どもたちの学ぶ意欲を育成します。  

◆ 互 い の 立 場 を 尊 重 し 合 い ， 安 心 し て 学 び 合 え る 環 境 を つ く る  

いじめ・不登校対策の充実，特別支援教育の充実を図ることで，子どもたちが安心し

て学習できる環境に向けた取組を推進します。また，互いに認め合い，多様性を尊重

する意識の醸成に向けた取組を推進します。  

◆ 教 職 員 の 力 量 ・ 学 校 の 組 織 力 を 高 め る  

独自性のある研修を実施することで，教職員が個々の力量を高めつつ，相互に学び合

い，高め合える体制づくりを推進するとともに，子どもに向き合う時間を確保するた

め，教職員の負担軽減に向けた取組を推進します。  

◆ 地 域 ・ 家 庭 と と も に あ る 学 校 を つ く る  

全校が，コミュニティ・スクールとなることで，地域とともにある学校づくりを進め，

持続可能な取組を継続していくことで，地域の活性化につなげていきます。また，家

庭教育の支援の充実・放課後の子どもの居場所づくりに向けた取組を推進します。  
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 施策 体系  ～学 校教 育 分野～  

未 来 に は ば た く 柏 っ 子  

～ 学 び 続 け る 力 の 育 成 ， 多 様 性 の 尊 重 ， 安 全 ・ 安 心 な 学 校 づ く り ～  

学校・地域・家庭の連携地域・家庭とともにある学校をつくる

安全・安心な給食の提供

防災体制の強化

互いの立場を尊重し合い，
安心して学び合える環境をつくる

教職員の育成

働き方改革の推進
教職員の力量・学校の組織力を高める

特別支援教育の推進

幼保こ小連携の推進

保護者の経済的負担の軽減

外国籍の子ども等に対する支援

学校規模の適正化

学校施設・設備の維持管理

市立高校教育の推進

学ぶ意欲を育成する

情報モラル教育の推進

道徳教育の充実

いじめ防止対策の推進

不登校等児童生徒への支援の充実

分かる授業の推進

英語教育の推進

ＩＣＴの利活用の推進

学校図書館の活用

運動能力・運動習慣の維持及び向上

健康教育の充実

 学校支援ボランティア  （花野井小学校  はなサポ会）  
 地域と学校が共に力を合わせて子どもたちを守り育てる「花野井小サポートシステム」の１つ

の柱として，学校評議員やＰＴＡ，地域と協力して活動しています。  

 主な活動  

・ステップアップ学習会  写真左  

・学力向上支援  

・読み聞かせサポーター  写真右  

・安全サポーター  

・花壇・清掃サポーター  

・家庭科サポーター  

・パソコンサポーター  

 

コラム  
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第２節  基本方針について  

１  目指す方向性  

 
 次 の ３ つ の 実 現 に 向 け て 取 り 組 み ま す 。  

 

 

 

 家 庭 や 学 校 ，地 域 は ，各 々 ，子 ど も た ち の 成 長 に 重 要 な 役 割 を 果 た す も の で

す が ，ラ イ フ ス タ イ ル の 多 様 化 や 核 家 族 化 に 加 え ，柏 市 で は 転 入 者 の 増 加 な ど

に よ り ，子 ど も の 育 ち と 地 域 の 関 係 が 薄 れ ，「 地 域 の 子 ど も た ち を 地 域 で 育 て

て い く 」と い う 意 識 や ，そ の よ う な 場 が 無 く な り つ つ あ る の で は な い で し ょ う

か 。  

 そ こ で 柏 市 で は ，保 護 者 ・ 親 子 が 集 ま り ，共 に 支 え 合 う 仲 間 を 作 っ た り ，学

び 合 っ た り で き る 機 会 の 提 供 や ，相 談 体 制 の 充 実 等 の 取 組 に よ り ，子 ど も 同 士

が 育 ち 合 い ，親 自 身 も 成 長 し ，不 安 や 悩 み を 解 消 で き る 環 境 づ く り を 進 め ま す 。 

 今 後 ，少 子 高 齢 化 が 進 行 す る 社 会 に お い て は ，子 ど も た ち を 全 世 代 で ，ま た ，

地 域 総 が か り で 育 む 視 点 を 持 つ こ と が 求 め ら れ て い ま す 。そ し て ，そ の 環 境 で

育 っ た 子 ど も た ち が 未 来 の 地 域 の 担 い 手 と な り ，自 己 の 志 の 実 現 を 図 れ る 社 会

に し て い く こ と を 目 指 し ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.7

17.5

16.1

8.2

7.7

7.6

6.6

6.5

5.8

3.3

2.4

4.9

13.2

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

協力したいが時間がない

登下校の交通安全の見守り

学校行事の支援

学校図書館への協力

学校の花壇づくり，動物の世話，美化

学校の授業への協力

協力したいと思わない

本の読み聞かせ

クラブ活動や部活動の指導

地域探検の付添い

昔遊びなどを通じての交流

その他

無回答

（n=1,787）

「子育て・親育ちにどんな支援が 

あると良いか」の回答結果 

「学校に協力したいこと」の回答結果 

26.0

21.3

17.0

16.7

15.3

6.9

5.8

0.9

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

手当や助成などの制度，イベント，支援団体などの情報提供

学校・家庭・地域が連携した子育てに関する支援

乳児から学校に入学後も続く家庭に関する切れ目のない支援

子育てに関して個別に相談できる場

保護者と子どもが一緒に集まって遊びながら学べる場

保護者同士が集まって相談ができる場

講座，講演会，研修会などの学びの場

自ら講演会や研修会を開催する際に

参考となる講師や支援団体の情報

※総数はⅤ属性の問－３の家族構成において「親と子」「３世代以上」と回答した者

及び「その他」のうち記載内容から子どもがいると考えられる者の合計人数

（n=1,078）

子どもたちが健やかに成長するように １ 
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 現 在 ，地 域 全 体 の 力（ 地 域 力 ）が 低 下 し て い る と 言 わ れ て い ま す 。 超 高 齢 社

会 を 迎 え た 今 ， 地 域 の 担 い 手 不 足 の 解 消 は 喫 緊 の 課 題 で す 。  

 そ こ で ，地 域 の 担 い 手 と な り 得 る 人 材 や ，地 域 の た め に 何 か を し た い と 思 っ

て い る け れ ど も ま だ 動 き 始 め て い な い 人 ，き っ か け が あ れ ば 地 域 貢 献 し て も い

い と 思 っ て い る 人 と ， 地 域 を つ な ぐ こ と に 取 り 組 み ま す 。  

 従 来 ，地 域 の 活 動 を 多 く 担 っ て き た 中 高 年 世 代 の 枠 を 超 え ，若 い 世 代 も 含 め

た 人 材 の 発 掘 ・ 育 成 へ と 広 げ て い く こ と を 目 指 し ま す 。そ の た め に ，楽 し さ を

ベ ー ス と し た 学 び を 入 口 と す る こ と も 想 定 し つ つ ，こ れ を き っ か け に 市 民 の 活

動 を 活 発 化 さ せ ，市 民 が 主 体 的 に 地 域 の 課 題 を 解 決 し て い く 持 続 可 能 な 地 域 づ

く り を す す め ま す 。  

 ま た ，地 域 の 人 と 人 と の つ な が り は 支 え 合 い と 見 守 り に よ る セ ー フ テ ィ ー ネ

ッ ト と な り ，子 ど も や 高 齢 者 を 含 め た 一 人 一 人 が 自 分 ら し く 活 動 で き る ま ち づ

く り に つ な が っ て い く と 期 待 さ れ ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「この 1 年間に地域の活動に参加したか」の回答結果 

「地域や社会でどのような活動に参加し

たいか」の回答結果 49.8

24.1

22.4

19.1

10.6

9.3

6.5

3.1

3.0

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

お祭り等の地域の行事

防犯パトロール・防災訓練等

環境保全・清掃活動等

スポーツ・文化活動

学校を支援する活動

子どものための体験活動等

障害者・高齢者支援活動

子育て支援活動

その他

無回答

（n=540）

コミュニティの中に人と人のつながりが増えるように ２ 
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学 ぶ 人 一 人 一 人 が 求 め る 情 報 を 得 ら れ る 状 態 を 目 指 し ，障 害 の 有 無 ，言 語 や

時 間 ・ 経 済 的 制 約 等 に 関 わ ら ず ，市 民 一 人 一 人 が い つ で も ，ど こ で も ，だ れ で

も 学 ぶ こ と が で き る 環 境 作 り を 様 々 な 形 で 支 援 し ま す 。  

ま た ， 学 ん だ 成 果 を 地 域 で 生 か せ る 活 動 に つ な げ る 取 組 に よ り ， 生 き が

い ・ や り が い を 感 じ ら れ ， 自 分 自 身 が 地 域 の 一 員 で あ り 主 役 で あ る こ と の 喜

び や 充 実 感 の 中 で 生 活 で き る こ と を 目 指 し ま す 。  

一 方 ， 地 縁 を き っ か け に し た 人 の つ な が り を 支 援 す る こ と と 同 様 に ， 目 的

や 課 題 意 識 を 共 有 す る 人 同 士 の つ な が り に よ る 市 民 グ ル ー プ や ボ ラ ン テ ィ ア

組 織 な ど の 育 成 も 欠 か せ な い も の と 考 え ま す 。  

こ れ ら の 活 動 を 促 し 育 成 し て い く た め に ，市 民 団 体 や 個 人 へ の 支 援 を 行 政 機

関 が 個 別 に 行 う の で は な く ，こ れ ら の 連 携 に 取 り 組 み ま す 。ネ ッ ト ワ ー ク 型 行

政 を 実 質 化 し て い く こ と に よ り ，一 人 一 人 の 学 び と 生 活 の 充 実 が 地 域 貢 献 に つ

な が っ て い く 好 循 環 を 作 り 出 す こ と を 目 指 し ま す 。  

 

 

生 涯 学 習 推 進 計 画 を 通 し て 推 進 し て い く べ き 行 政 機 関 の 連 携  
 

・ 地 域 学 校 協 働 活 動 の 推 進  

 次 世 代 育 成 や ま ち の 持 続 力 を 育 む た め の 学 校 教 育 と 社 会 教 育 の 連 携  

 

・ 教 育 福 祉 会 館 の 活 用  

 市 民 参 加 型 の 自 立 的 運 営 の た め の 教 育 と 福 祉 の 連 携  

  

 ・ 近 隣 セ ン タ ー ・ 公 民 館 ・ 図 書 館 事 業 の ネ ッ ト ワ ー ク 化  

  地 域 の 拠 点 を 活 用 し ， 身 近 な 場 所 で 学 べ る 環 境 の 整 備  

 

 ・ 生 涯 学 習 情 報 の 一 元 化 と 相 談 窓 口 の ネ ッ ト ワ ー ク 化  ※ １  

  個 別 の 情 報 に つ な ぐ た め の プ ラ ッ ト ホ ー ム の 強 化  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「生涯学習活動を充実させるために市が

力を入れるべきこと」の回答結果 

すべての人が学べる環境に包まれるように ３ 
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63.3

37.1

23.4

23.2

21.9

21.3

19.2

15.8

13.8

2.1

0.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

インターネット

広報かしわ

ポスター・チラシ

新聞・雑誌

ＳＮＳ

市のホームページ

友人・知人

テレビ・ラジオ

自治会の回覧

その他

無回答

（n=1,312）

「学習する際にどのような場所や施設を

利用したいと思うか」の回答結果 

「学習する際にどのような方法で情報を

収集しようと思うか」の回答結果 

「この 1 年間に，地域の活動に参加し

たきっかけは何か」の回答結果 

※１  本計画を審議した生涯学習推進協議会においては，情報を収集・提供すると共に，市民とつながってコー  

  ディネートする力（人材育成を含む。）も強化してもらいたいという意見が出た。  
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２  取組方針  
 

 目 指 す 方 向 性 を 実 現 す る た め の 段 階 的 支 援  

 

 

 前計画の総括及び市民アンケートの結果から，楽しさをベースにした学びなどのきっか

けづくりをすることで，あらゆる世代の社会参加を促し主体的に活動できるよう工夫しま

す。また，学びのユニバーサルデザインを意識した取組により共生社会実現への具体的な

一歩を踏み出します。  

  ♦あらゆる世代が参加できる様々な学びの提供  

  ♦障害の有無，言語や時間・経済的制約に関わらず，共に学ぶ環境の充実  

 

 
 楽しい！面白い！という気持ちから，もっと深く知りたい！へ。独学による自己の充足

はもちろん，仲間と共に学ぶことで人とのつながりが生まれます。  

 地域コミュニティは一人一人の生活の集まりです。学びによるつながりは，地域交流や

連帯感を深め，コミュニティの活性化につながると期待されます。  

◆団体同士・学ぶ人同士の交流  

♦大学や民間事業者との連携  

  ♦より深い学びへの発展  

 

 
 学びから広がる交流の輪は，更なる学びや地域活動のきっかけとなり，学びの循環が生

まれます。  

 自らが講師となって学んだ成果を伝えることは地域の活性化につながるだけでなく，地

域に対する愛着を育み，自らが地域の一員であり主役であることの喜びや充実感を生みま

す。同時に，人から受け取った楽しさや優しさを更に別の人におくる，学びあい・支えあ

いの循環にもつながっていくことが期待されます。  

♦人材の育成  

♦コミュニティの育成  

  ♦行政機関の連携  

  

「はじめるきっかけ」を支援  １ 

「もっと知りたい，つながりたい」を支援  ２ 

「ひろく伝えたい」を支援  ３ 
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 学ぶ人が必要な情報を必要な時に収集できることは，全ての段階に共通して求められる支

援です。的確かつ効果的な情報提供ができるよう，一元的な生涯学習情報の提供に取り組み

ます。  

 また，テクノロジーの進化によってライフスタイルの変化は加速しています。これに合わ

せて様々なツールを活用した学習機会等が拡充することで，効果的な学びを支援します。  

 

 

目指す方向性を実現するための段階的支援のイメージ  

   一 人 一 人 の 学 び と 生 活 の 充 実 が 地 域 の 力 に つ な が っ て い る 好 循 環  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人  づ  く  り：自主的・自発的な学びによる知的欲求の充足，自己実現・成長  

つながりづくり：住民の相互学習を通じ，つながり意識や住民同士の絆の強化  

地  域 づ  く  り ：地域に対する愛着や帰属意識，地域の将来像を考え取り組む意欲の  

       喚起。住民の主体的参画による地域課題解決  

 

※上記イメージ図の好循環を生むためには，具体的な事業を各段階に合わせて体系化  

 し，施策間で連動しながら進めて行くことが重要となる（次頁より施策体系掲載）。 

情報提供による学びの支援  ４ 
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３  取組方針の施策体系  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ

具体的事業

主な事業

学校支援

ボランティア

（学校教育課）

小中学校において，地域ボランティアが参画する

様々な支援活動。

令和3年度～5年度

活動を組織的なものに発展させ，学校・家庭・地域が一体

となって地域ぐるみで子供を育てる体制を整え，順次地域

学校協働活動につなげていく。

令和6年度～7年度

引き続き地域学校協働活動につなげていく。

夏ボラのススメ

（社会福祉協議会）

小～高校生向けボランティア活動情報誌。時間の

ある夏休みに特化したボランティア体験。

令和3年度～7年度

毎年度発行を継続，周知を図る。

かしわフレイル予防

ポイント

（福祉政策課・

地域包括支援課）

市が指定する健康づくりやボランティア活動に参

加することで，本制度専用の電子マネーWAON

カードにWAON加盟店で利用できるポイントが貯

まる。

フレイル：年をとって心身の活力（筋力，認知機

能，社会とのつながりなど）が低下した状態

令和3年度～6年度

フレイルを予防する要因の一つとして「社会参加」が挙げ

られるので，多くの方が活動に参加できるような多様な対

象事業の拡充を図る。あわせて，ポイントを貯めることを

契機とする新規の方も含めた参加者増を目指す。

令和7年度

令和6年度までの実績を分析し，効果的な施策を検討する。

　①　「はじめるきっかけ」を支援

実現へのアプ

ローチ

A　あらゆる世代が参加できる

様々な学びの提供

B　障害の有無，言語や時間・経済

的制約に関わらず，共に学ぶ

環境の充実

A あらゆる世代が参加できる様々な学びの提供

具体的事業 事業概要 年次計画

　読書バリアフリー法関係事業（図書館）
検討中の

具体的事業

具体的事業

　障がい者スポーツ推進連絡会事業（スポーツ課・障害福祉課）

　障害理解推進事業，聞こえない・聞こえにくい方の手話講習会，手話奉仕員・点字奉仕員・朗読奉仕

員養成講座（障害福祉課）

　かしわフレイル予防ポイント（福祉政策課・地域包括支援課）

　生涯学習まちづくり出前講座*1（生涯学習課）

　青少年教育事業，家庭教育事業（中央公民館）

　読み聞かせボランティア養成，交流型講演会（図書館）

　学校支援ボランティア（学校教育課）

　夏ボラのススメ，ボランティア養成講座，地域いきいきセンター（社会福祉協議会）

B 障害の有無，言語や時間・経済的制約に関わらず，共に学ぶ環境の充実

　障がい者スポーツ推進連絡会事業（スポーツ課・障害福祉課）

　障害理解推進事業（障害福祉課）

　図書郵送貸出（図書館）

　夏ボラのススメ（社会福祉協議会）

障害理解推進事業

（障害福祉課）

・障害の有無にとらわれず誰でも参加できる場を

提供し，障害理解を育む活動に取り組む。

・障害理解・啓発イベントの実施や，障害のある

人が各種講座等に安心して参加できるように，手

話通訳者の派遣やヒアリングループの貸出などを

行うもの。

令和3年度～7年度

・スポーツや音楽を通じたイベントや気軽に参加できるイ

ベントを実施。障害に触れたことのない方も関わりやすい

企画を毎年実施。

・手話通訳者の派遣とヒアリングループの貸出

　意思疎通を図ることに支障がある方や団体を対象として

事業を継続。支援を必要とする方に事業や貸出場所の周知

を行う。
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ステップ

具体的事業

具体的事業

主な事業

障害者活動センター

運営事業

（障害福祉課）

教育福祉会館リニューアルに伴い，新たに設置し

た障害者等の社会参加及び福祉の向上を目的とし

て，障害当事者や家族，支援者等の活動の拠点と

なる場

令和3年度～7年度

障害関係団体の活動支援，障害当事者や家族，支援者等の

交流，気軽に障害者が集える障害者サロン（仮称）を開設

予定

大学や民間事業者との連携

ママパパサロン

（地域保健課）

産前産後サポート事業(デイサービス型）。妊娠期

に必要な知識や健康づくりの啓発及び地域での子

育ての仲間づくりを行う。

令和3年度～5年度

柏市母子保健計画中間評価を踏まえ，事業を推進してい

く。

令和6年度～7年度

令和5年度までの実績を踏まえ，子育て支援機関等と連携

し，事業を推進していく。

令和3年度～7年度

設立間もない市民活動団体やこれから活動を始めたい市民

を対象とした初歩的な講座，すでに活動している市民活動

団体を対象としたスキルアップ講座を定期的に実施。各年

度全５回開催予定

市民活動講座

（協働推進課）

外部講師による市民活動のためのスキルアップ講

座

　②　「もっと知りたい，つながりたい」を支援

実現への

アプローチ

C　団体同士・学ぶ人同

士の交流

D　大学や民間事業者

との連携
E　より深い学びへの発展

C 　　団体同士・学ぶ人同士の交流

　放課後子ども教室（生涯学習課）

　青少年教育事業（中央公民館）

　地域学校協働活動（学校教育課）

E より深い学びへの発展

　市民活動講座（協働推進課）

　手話通訳者・要約筆記者養成講座（障害福祉課）

　幼児健診（地域保健課）

　放課後子ども教室，生涯学習まちづくり出前講座（生涯学習課)

　分館活用事業（図書館）

　高齢者教育事業（中央公民館）

　地域学校協働活動（学校教育課）

具体的事業 事業概要 年次計画

具体的事業

　KIKAI(カシワワカモノプロジェクト)*2，市民交流センターの運営*3（協働推進課）

　こずっち会議*4（地域支援課）

　障害者活動センター運営事業（障害福祉課）

　ママパパサロン（地域保健課）

　地域子育て支援拠点事業（子育て支援課）

　みんなの子育て広場*5，青少年育成関係事業（生涯学習課）

　高齢者教育事業（中央公民館）

　地域アーカイブ事業，分館活用事業，交流型講演会（図書館）

　地域学校協働活動（学校教育課）

　地域いきいきセンター*6（社会福祉協議会）

D
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*１  生涯学習まちづくり出前講座  市民の依頼に応じて関係部署の市職員が講師となり，地域に出向き，  

               市政に対する興味・関心に応える。  

*2 KIKAI（カシワワカモノプロジェクト）  自ら考え，行動する若者に向けて交流の機会や活動の場所を  

                   提供する。  

*3 市民交流センター  地域を構成するさまざまな主体の自主的な活動や主体同士がつながるための拠点と  

          して，地域情報等に関する情報の収集・発信や，市民活動に関する相談窓口の設置を  

          行う。パレット柏の運営  

*4 こずっち会議  子どもが住み良い地域にするために，ふるさと協議会と子育て世代がつながり，お互い  

        の活動や考えを知り合う会議  

*5 みんなの子育て広場  学校・家庭・地域が協力して，講習会や井戸端会議的なグループワークなどを実  

           施し，情報収集や不安・悩みの解消，仲間づくりを支援する。  

*6 地域いきいきセンター  地域づくり・子育て・障害者・高齢者支援等の充実を図るため，近隣センター  

            を拠点として，身近な福祉の相談窓口として設置する  

分館活用事業

（図書館）

図書館分館を地域の情報拠点・交流の場として活

用する。

令和3年度～5年度

分館単位での地域の特性や情報についての調査及び資料等

の収集と活用検討を，地域の方とともに行う（２～３分

館）

令和6年度～7年度

調査，検討を踏まえた地域情報の発信及び地域のつながり

を育む事業の実施

地域学校協働活動

（学校教育課）

幅広い地域住民等の参画を得て，地域全体で子供

たちの学びや成長を支えるとともに， 「学校を核

とした地域づくり」を目指して，地域と学校が相

互にパートナーとして連携・協働して行う様々な

活動

令和3年度～5年度

地域と学校をつなげる推進員となり得る人材の発掘，研修

を行うとともに，地域学校協働本部の設置を進める。

令和6年度～7年度

引き続き，人材の発掘，研修を行うとともに，すべてのコ

ミュニティ・スクール単位で地域学校協働本部の設置を目

指す。

地域アーカイブ事業

（図書館）

柏市を創ってきた近現代の活動を記録した地域資

料や，市内でのみ流通する発行物など，いま収集

しなければ失われてしまう資料等を収集し，整

理・保存・活用していく。

令和3年度～5年度

収集する資料の検討及び収集方法，保存方法，活用方法の

検討

令和6年度～7年度

調査，検討を踏まえた事業の実施

放課後子ども教室

（生涯学習課）

地域ボランティア等の参画による小学校の余裕教

室を活用した放課後の学習支援等を行う他，夏休

み中は学校や企業等との連携による体験講座を実

施

令和3年度～5年度

地域や学校と連携し，子ども達の知的好奇心を引き出すプ

ログラムの工夫を行うとともに，放課後の子どもの居場所

を拡充したモデルを実施

令和6年度～7年度

放課後に子ども達が安全に過ごすことができる活動拠点を

増やし，地域全体で子どもを守り育てる環境を形成

地域子育て支援

拠点事業

（子育て支援課）

地域ぐるみの子育て支援。育児講座や子育て等に

関する相談，子育て親子の交流及び子育て関連情

報提供の場

令和3年度～5年度

アンケート調査等により利用者のニーズを把握し，単独型

の拡充等に向けた取組を行う。

令和6年度～7年度

既存施設の質の維持・向上を図るとともに，利用者数の推

移等を精査し，施設の在り方を検討する。
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ステップ

具体的事業

具体的事業

具体的事業

主な事業

G コミュニティの育成

　③　「ひろく伝えたい」を支援

実現への

アプローチ
F　人材の育成 G　コミュニティの育成 H　行政機関の連携

F 人材の育成

　市民公益活動情報サイト「かしわん，ぽっ？」（協働推進課）

　聞こえない・聞こえにくい方の手話講習会，手話奉仕員・点字奉仕員・朗読奉仕員養成講座（障害福

祉課）

　放課後子ども教室（生涯学習課）

　成人教育事業，地域づくり事業（中央公民館）

　地域学校協働活動推進員の養成（学校教育課）

　夏ボラのススメ，ボランティア養成講座（社会福祉協議会）

地域づくり事業

（中央公民館）

地域が抱える様々な課題を，専門的な視点から掘

り下げ関心を高め，課題解決に役立てる。

令和3年度～5年度

既に取組を行っている地域については，引き続き課題解決

に向けた講座等の実施。取組が行われていない地域につい

て，地域課題の把握方法を検討

令和6年度～7年度

地域課題解決に向けた講座等を行う地域の増加

地域活動支援補助金

（地域支援課）

地域活動や地域課題の解決を図ろうとする団体の

支援

令和3年度～5年度

令和3年度は次年度以降の補助金制度見直しに向け検討。

広報や地域活動への支援を通じて本補助制度を周知し，新

たな取組の増加を図る。

令和6年度～7年度

見直した結果を踏まえ実施

具体的事業 事業概要 年次計画

　地域活動支援補助金（地域支援課）

　障害福祉関係団体活動補助金（障害福祉課）

　放課後子ども教室（生涯学習課）

　成人教育事業，地域づくり事業（中央公民館）

　交流型講演会*7（図書館）

　地域いきいきセンター，地区担当職員による地域支援*8（社会福祉協議会）

H 行政機関の連携

　生涯学習実施機関のネットワーク化の推進（生涯学習課）
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教育福祉会館の運営体制見直しの取組  
 

 
 

地域アーカイブ活動  （官民連携の事例）  
 風 早 南 部 歴 史 ・ 文 化 ほ り お こ し 隊 の 取 組  

  風早南部地区の歴史や生活文化を知り，守り，伝え

ていく取組が，地域の方や地元の小中学生，行政等の

連携によって行われています。  

 

 プロジェクトチーム  

 ・多世代交流型コミュニティ実行委員会  

 ・風早南部地域ふるさと協議会  

 ・教育委員会生涯学習部  

 ・地域づくり推進部  

 ・社会福祉協議会       など  高 柳 歴 史 ウ ォ ー ク  

 教育福祉会館は，令和３年の大規

模リニューアルに合わせた「教育と

福祉の交流や連携」の取組が進んで

います。  

 今後は，「利用者目線に立った施設

の一体的な運用」や，「教育と福祉の

連携による多世代交流や地域づくり

活動の支援を強化する」など，運営体

制の見直しを推進します。  

教育福祉会館運営概念図 

令和3年度～5年度

令和3年度から推進員及び推進員候補者の研修をすること

で，推進員としての資質向上を図る。令和4年度から地域学

校協働本部が設置された学校の推進員への委嘱を行う。研

修については，継続して実施し，全校配置後は連絡協議会

を開催する。

令和6年度～7年度

引き続き，地域学校協働活動推進員の連絡協議会を開催

し，地域学校協働活動の推進を図る。

地域いきいき

センター

（社会福祉協議会）

地域づくり・子育て・障害者・高齢者支援等の充

実を図るため，近隣センターを拠点として，身近

な福祉の相談窓口を設置する。

地域学校協働活動

推進員の養成

（学校教育課）

小中学校において，地域ボランティアが参画する

様々な支援のまとめ役の育成。学校と地域をつな

ぐ役割を担う。今後，地域学校協働本部が立ち上

がった際には，より広い活動を行う推進員が学校

と地域の協働を支えていく。

令和3年度～7年度

毎年度1ヶ所の設置を目指す。併せて次期設置場所の検

討・準備を進める。

*7 交流型講演会  講演会の後に，課題についてワークショップ形式で話し合ってもらう。  

*8 地区担当職員による地域支援  地区担当職員が積極的に地域に足を運び，住民と協働して課題解決に向  

              けた取組を行い，活動や団体の立ち上げのサポートを行う。  

コラム  

コラム  
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はぐはぐひろば  みずたま相 談室 ・相談室ぽぽら  

 はぐはぐひろば（地域子育て支援拠点）は，親子で

遊ぶ場だけではなく，子育て相談室を設置し，子ども

を遊ばせながら，気軽に相談できる体制を整えていま

す。  

 子育て支援アドバイザーがそれぞれの悩み・困りご

とに寄り添って，適切な子育て支援サービスにつなげ

ます。  

み ず た ま 相 談 室  

テーマ

主な事業

子育て支援情報

提供事業

（子育て支援課）

子育てに関する制度やイベント，支援団体情報な

どを子育てサイトやLINEで発信

令和3年度～5年度

新HPによる情報提供開始。特にLINE公式アカウントの周

知に努め，市からの積極的な情報発信を行う。

令和6年度～7年度

次回リニューアル時に向け，課題等を精査し，需要に合っ

た情報提供ができるよう検討する。

具体的事業

　市民公益活動情報サイト「かしわん，ぽっ？」（協働推進課）

　子育て支援情報提供事業（子育て支援課）

　生涯学習情報提供システム，ライフスタイルに合わせた学習コンテンツの提供（生涯学習課）

　レファレンスサービス（図書館）

具体的事業 事業概要 年次計画

生涯学習情報提供シ

ステム

（生涯学習課）

柏市内（近隣市）の生涯学習に関する情報（講

座・イベント，団体等）を探したり，掲載したり

できるサイト。官民問わず情報を提供

令和3年度～5年度

利用者が必要な情報を探しやすいように，情報の一元化を

含めＨＰの見直しを検討。市民ニーズに合わせた情報を増

やしていく。

令和6年度～7年度

様々な世代に情報が提供できる仕組みを検討・工夫しなが

ら実施していく。

　④　情報提供による学びの支援

ライフスタイルに合

わせた学習コンテン

ツの提供

（生涯学習課）

公民館・近隣センター等における受講，自宅での

ＰＣ受講など，さまざまなツールを利用できる学

習コンテンツの提供と情報提供を行うことによ

り，ライフスタイルに合わせた学習機会を拡充す

る。

令和3年度～5年度

先進的な取組を調査。市民アンケート結果と合わせ，新し

い学習コンテンツ提供を幅広く試みる。

令和6年度～7年度

効果的な取組の検証やシステム改修の検討をしながら，学

習機会の提供を継続する。

コラム  
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４  計画の推進・評価体制   

 

 計 画 は ， 策 定 し 実 行 す る だ け で は な く ， 適 正 な 評 価 を 行 い ， 施 策 の 充 実 や 見 直

し を 行 っ て い く こ と が 大 切 で す 。  

 こ の 計 画 で は ， 外 部 の 有 識 者 を 含 む 附 属 機 関 に 意 見 を 聞 き な が ら ， 計 画 的 か つ

効 果 的 に 推 進 を 図 り ま す 。  

《 進 捗 管 理 》  

 進 捗 管 理 及 び 評 価 に つ い て は ，取 組 方 針 に 基 づ き 施 策 体 系 化 し た 具 体 的 事 業 に

よ り 目 標 を 設 定 し ， 結 果 の 検 証 を 行 い ま す 。  

《 中 間 年 度 に お け る 進 捗 評 価 》  

 具 体 的 事 業 に よ る 進 捗 管 理 と 合 わ せ て 中 間 年 度 の 取 組 状 況 を 確 認 し ，必 要 に 応

じ た 事 業 の 見 直 し や ， 事 業 の 追 加 ・ 削 除 等 の 変 更 を 行 い ま す 。  

 

《 教 育 委 員 会 が 所 管 す る 施 策 の 評 価 》  

 教 育 委 員 会 が 所 管 す る 施 策 の 評 価 に つ い て は ， 教 育 に 関 す る 事 務 の 点 検 ・ 評 価

報 告 書 に お い て 施 策 の 進 捗 状 況 を 明 ら か に し ，対 象 年 度 の 取 組 内 容 と 今 後 の 方 向

性 を 示 し て い き ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

１  関連分野の行政計画等（抜粋）  
 

 

 

基本理念  学ぶこと，分かちあうこと，創りだすことを支え，「ひと」と地域を育みます  

基 本 方 針  

１．学び  生涯を通じて学び，生きる力を獲得することを支えます  

２．共有  資料・知識・経験等の共有と学びあいの場を提供し，ゆるやかなつながりを育  

    みます  

３．創造  新しい価値を生み出す創造的な活動を支え，ひとづくり・地域づくりを育みます  

 

 

 

 教育課程を通して，これからの時代に求められる教育を実現していくためには，よりよい学

校教育を通してよりよい社会を創るという理念を学校と社会とが共有し，それぞれの学校にお

いて，必要な学習内容をどのように学び，どのような資質・能力を身に付けられるようにするの

かを教育課程において明確にしながら，社会との連携及び協働によりその実現を図っていくと

いう，社会に開かれた教育課程の実現が重要となる。  

 

 

基 本 理 念  すべての子どもの幸せを  ともに  守り育てるまち  かしわ  

 施策展開の方向  

１  親子が社会へつながる一歩を踏み出せる環境をつくる  

２  子ども一人ひとりを、多くの目と手で育てる支援体制や地域環境をつくる  

３  一人ひとりが大切に育てられるよう，支援体制を整える  

 

 

 

基 本 理 念  みんなでつくる  みんなで暮らせるまち  かしわ  

基本方針  １．共生社会の実現に向けた協働の推進  

     ２．健やかに安心して暮らせる地域づくりの推進  

 柱 ３  み ん な が そ の 人 ら し く 社 会 参 加 で き る 共 生 の ま ち づ く り  

    ① 就 労 支 援 体 制 の 充 実  

    ② 支 え 合 い の 地 域 づ く り の 推 進  

    ③ 社 会 参 加 活 動 ・ 余 暇 活 動 の 充 実  

柏市図書館のあり方（Ｈ３１．２ ) 

小学校 新学習指導要領 前文（Ｒ２～） 

第二期柏市子ども・子育て支援事業計画（Ｒ２～Ｒ６） 

 

ノーマライゼーションかしわプラン 2021（Ｒ３～Ｒ８） 
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２  アンケート結果（詳細分析・抜粋）  
 

こ の 1 年 間 に ， 生 涯 学 習 を し た こ と は あ り ま す か 。  

（ 再 掲 ）  

【 ク ロ ス 集 計 】  

性別では，大きな傾向の差がなかった。  

年齢別では，10 歳代においては「したことがある」の回答割合が「したことはない」の回

答割合を大幅に上回った。60 歳代においては「したことはない」の回答割合が「したことが

ある」の回答割合を大幅に上回った。それ以外の世代では大きな傾向の差はなかった。  

地域別では，北部で「したことがある」の回答割合がやや多かった。  

 
 

  

 

３０代と５０代で「したかったができなかった」の割合が多い。  

このタイミングできっかけを掴めると生涯学習や地域活動人口の

増加につながる可能性がある。  

教育・生涯学習・芸術文化  

に関するアンケート  

調査期間  

令和元年 11 月 1 日～22 日  

調査対象  

18 才以上の柏市民 4,000 名  

回収率  

44.7％（1,786 名）  
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こ の 1 年 間 に ， 地 域 の 活 動 に 参 加 し ま し た か 。  

（ 再 掲 ）  

【 ク ロ ス 集 計 】  

性別では，大きな傾向の差はなかった。  

年齢別では，全ての年齢層において「参加していない」の回答割合が「参加した」の割合を上

回るものの，10 歳代から 20 歳代においては「参加した」の回答割合が他の年齢層と比べ少な

かった。  

地域別では，中央で「参加した」の回答割合が少なかった。  

 

 

 

 
３０代以降は割合が固定化してくる。  

ファミリー層が増え，定住化と共に地域について考

える人が増えた可能性がある。  
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今 後 ，学 習 す る 際 に ど の よ う な 方 法 で 情 報 を 収 集 し よ う と 思 い ま す か 。 

 （ 再 掲 ）  

【 ク ロ ス 集 計 】  

性別では，「新聞・雑誌」や「テレビ・ラジオ」「インターネット」は男性の方が，「ポスタ

ー・チラシ」や「友人・知人」「広報かしわ」「自治会の回覧」は女性の方が割合が多かった。  

年齢別では，10 歳代から 30 歳代においては「SNS」，40 歳代から 50 歳代では「広報か

しわ」，60 歳代から 70 歳以上では「広報かしわ」や「ポスター・チラシ」の回答割合が多か

った。  

地域別では，大きな傾向の差はなかったが，北部では「SNS」，東部では「新聞・雑誌」の回

答割合も多かった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 代まででは，ほぼ SNS を始めとする電子

媒体のみの状況。  
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今 後 ，学 習 す る 際 に ど の よ う な 場 所 や 施 設 を 利 用 し た い と 思 い ま す か 。 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                    （再掲）  

【 ク ロ ス 集 計 】  

性別では，男性は「図書館」，女性は「近隣センター」が最も多かった。  

年齢別では，「図書館」という回答はいずれの世代でも多いが，年代が下がるほど割合が多く

なった。20 歳代から 30 歳代は「自宅・知人宅」が最も多くなった。40 歳代以上では「近隣

センター」が最も多かった。60 歳代から 70 歳以上においては「カルチャーセンター等の民間

施設」の回答割合も多かった。  

地域別では，大きな傾向の差はなかったが，南部においては「大学等」の回答割合も多かっ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近隣センターが一番多いことが特徴的で，地

区公民館的な役割を含むと考えられる。  

自宅・知人宅の中にデジタルコンテンツでの

学習などが含まれる可能性がある。  
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こ の 1 年 間 に ， 地 域 の 活 動 に 参 加 し た き っ か け は 何 で す か 。  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                 （再掲）  

【 ク ロ ス 集 計 】  

性別では，大きな傾向の差はなかった。  

年齢別では，10 歳代から 20 歳代では「知人からの紹介」の回答割合が最も多く，「ポスタ

ー・チラシ」の回答割合も多かった。30 歳代から 70 歳以上においては「自治会の回覧板」の

回答割合が最も多く，「知人からの紹介」や「広報かしわ」の回答割合も多かった。  

地域別では，大きな傾向は似ているが，「広報かしわ」は北部・東部で，「ホームページ」は

中央，「公的な機関が開催する講座」は北部でそれぞれ比較的多くなった。  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知人からの紹介の中に SNS を介した紹介が含

まれる可能性がある。  
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３  計画策定までの流れ  

 

 

 

柏市生涯学習 
推進協議会 

柏市生涯学習 
推進本部実務部会 

アンケート 
パブリック 
コメント 

令和元年 

   ８月 
27 日 協 議 会 ①  

  

   ９月  27 日 部会① 
  

１０月 29 日 協議会②  
  

１１月   
  

１２月  23 日 部会② 
  

令和２年 

 １月 
28 日 協議会③  

  

 ２月  18 日 部会③ 
  

3 月     

4 月     

5 月   
  

6 月  部会（書面）   

7 月     

8 月 ４日 協議会④    

9 月     

10 月  部会（書面）   

11 月 5 日 協議会⑤    

12 月     

令和 3 年 

1 月 
 部会（書面） 

  

2 月 協議会⑥    

3 月     

12 月中旬 

  ～ 

 1 月中旬 

11/1 ～ 

  22 
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４  計画策定・推進体制  

 

  

意

見 

  柏市生涯学習推進本部 

委 員 

生涯学習について 

識見を有する者 

 柏市生涯学習 

推進協議会  

幹 事 

生涯学習課長及び 

本部長が指名する職にある者 

（課長職） 

幹事会 

 
 

本部長が指名する職員 

（担当レベル） 

実務部会 

本 部 長：市長 

副本部長：副市長，教育長 

委 員：別表に掲げる職にある者（部長職） 

報告 

 第 4 次柏市生涯学習推進計画を策定するにあたり，生涯学習推進協議会は，学識経験者，コーディ

ネーター，実際に地域で活動している方々を委員とし，実効性の高い計画になるよう，助言をいただ

きました。 

 令和元年 11 月に「教育・生涯学習・芸術文化に関するアンケート」を実施し，計画策定の参考と

しました。 

 また，生涯学習推進本部は，実務部会（担当職員レベルの集まり）を中心に，取組方針にかかる施

策等について，議論いたしました。 
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柏市生涯学習推進協議会 委員名簿 

 

 氏 名（ 敬 称 略 ） 職 等 

会 長 池沢
いけざわ

 政 子
ま さ こ

 開 智 国 際 大 学 名 誉 教 授 

副会長 清 水
し み ず

 雅 文
まさふみ

 
社 会 保 険 労 務 士 

キ ャ リ ア コ ン サ ル タ ン ト 

 秋
あき

 場
ば

 奈
な

 緒
お

 美
み

 一 般 公 募（ ～令 和２ 年１月 ８ 日  ） 

 岩
いわ

 﨑
さき

 雅
まさ

 夫
お

 さ わ や か ち ば 県 民 プ ラ ザ 所 長（ 令 和 2 年 6 月 1 日 ～ ） 

 岩
いわ

 渕
ぶち

 弘
ひろ

 美
み

 
「 み ん な の 子 育 て 広 場 」 支 援 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 

（ ～ 令 和 2 年 3 月 31 日 ） 

 上
うえ

 野
の

  妃
ひ

 呂
ろ

 美
み

 元 柏 市 立 保 育 園 父 母 の 会 連 合 会 長 

 末
すえ

 武
たけ

 真
ま

 由
ゆ

 美
み

 
千 葉 県 立 柏 特 別 支 援 学 校 教 諭 

特 別 支 援 教 育 コ ー デ ィ ネ ー タ ー（ 令 和 元 年 8 月 1 日 ～ ） 

 高橋
たかはし

 史成
ふみなり

 柏 市 社 会 福 祉 協 議 会 地 域 福 祉 課 長 

 常
つね

 野
の

 正紀
まさとし

 多 世 代 交 流 型 コ ミ ュ ニ テ ィ 実 行 委 員 会 代 表 

 内 藤
ないとう

 正 寿
まさとし

 さ わ や か ち ば 県 民 プ ラ ザ 所 長（ ～ 令 和 ２ 年 3 月 31 日 ） 

 並 木
な み き

 孝 樹
た か き

 柏 市 立 光 ケ 丘 小 学 校 長 

 根 本
ね も と

 利
とし

治
はる

 柏 市 ふ る さ と 協 議 会 連 合 会 長 

 牧 野
ま き の

 篤
あつし

 東 京 大 学 大 学 院 教 授 

 柗
まつ

 冨
どみ

 由 美 子
ゆ み こ

 
「 み ん な の 子 育 て 広 場 」 支 援 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 

（ 令 和 2 年 6 月 1 日 ～ ） 

 三 好
み よ し

 玲 子
れ い こ

 か し わ 子 育 て ま ち づ く り ネ ッ ト ワ ー ク・こ こ っ と 代 表 

 

  
※ 任期は，令和元年 6 月 1 日～令和 3 年 5 月 31 日までの 2 年間。職等の欄中の（ ）は任期の状況 
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柏市生涯学習推進本部 委員名簿 

 

 

 

 

 

  

本 部 長 市 長 

副 本 部 長 副 市 長 

副 本 部 長 教 育 長 

委 員 企 画 部 長 

委 員 財 政 部 長 

委 員 地 域 づ く り 推 進 部 長 

委 員 保 健 福 祉 部 長 

委 員 保 健 所 長 

委 員 こ ど も 部 長 

委 員 生 涯 学 習 部 長 

委 員 学 校 教 育 部 長 
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生涯学習推進本部 幹事会名簿 

 

 

 
幹 事 経 営 戦 略 課 長 

幹 事 財 政 課 長 

幹 事 地 域 支 援 課 長 

幹 事 協 働 推 進 課 長 

幹 事 障 害 福 祉 課 長 

幹 事 地 域 保 健 課 長 

幹 事 子 育 て 支 援 課 長 

幹 事 教 育 総 務 課 長 

幹 事 生 涯 学 習 課 長 

幹 事 中 央 公 民 館 長 

幹 事 図 書 館 長 

幹 事 学 校 教 育 課 長 
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５  条例など  

 

○柏市附属機関設置条例 

平成８年３月 29日 

条例第６号 

改正 平成 10年３月 27日条例第６号 

平成 11年３月 26日条例第７号 

平成 12年６月 28日条例第 29 号 

平成 17年３月 22日条例第 17 号 

平成 17年 12月 21 日条例第 127号 

平成 19年３月 28日条例第２号 

平成 19年 12月 26 日条例第 43 号 

平成 19年 12月 26 日条例第 46 号 

平成 20年９月 30日条例第 32 号 

平成 24年 12月 26 日条例第 36 号 

平成 25年３月 29日条例第 15 号 

平成 26年９月 30日条例第 33 号 

平成 28年３月 23日条例第 19 号 

平成 29年３月 22日条例第３号 

平成 31年３月 22日条例第１号 

令和元年 12 月 20日条例第 22 号 

 

 （趣旨） 

第１条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67号）第 138条の４第３項及び地方公営企業法（昭和 27年法律第 

 292 号）第 14 条の規定により設置する附属機関については，法律若しくはこれに基づく政令又は他の条 

 例に定めのあるものを除くほか，この条例の定めるところによる。 

   （平 29条例３・一部改正） 

 （設置） 

第２条 執行機関等（執行機関及び地方公営企業の管理者をいう。以下同じ。）の附属機関として，別表 

 に掲げるものを置く。 

   （平 29条例３・一部改正） 

 （守秘義務） 

第３条 附属機関の委員は，職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も，同様とす  

 る。 

 （委任） 

第４条 第２条に規定する附属機関の組織及び委員その他の構成員並びに運営に関し必要な事項は，当該 

 附属機関の属する執行機関等が定める。 

   （平 29条例３・一部改正） 
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   附 則 

 この条例は，平成８年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 10年条例第６号） 

 この条例は，平成 10年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 11年条例第７号） 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成 11年４月１日から施行する。 

 （柏市民文化会館条例の一部改正） 

２ 柏市民文化会館条例（昭和 47年柏市条例第 25号）の一部を次のように改正する。 

 第 16条の２を削る。 

 （柏市民ギャラリー条例の一部改正） 

３ 柏市民ギャラリー条例（昭和 54年柏市条例第 39号）の一部を次のように改正する。 

  第８条を次のように改める。 

 第８条 削除 

   附 則（平成 12年条例第 29号） 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成 12年８月１日から施行する。 

 （任期の特例） 

２ この条例の施行の日以後初めて柏市健康福祉審議会の委員に委嘱される者の任期は，改正後の別表の 

 規定にかかわらず，平成 14 年３月 31 日までとする。 

   附 則（平成 17年条例第 17号） 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成 17年４月１日から施行する。 

 （任期の特例） 

２ この条例の施行の日から平成 18年４月 18日までの間に柏市就学指導委員会の委員に委嘱される者 

 （補欠の委員として委嘱される者を除く。）の任期は，改正後の別表の規定にかかわらず，平成 18 年４ 

 月 18日までとする。 

 （柏市特別職報酬等審議会条例等の廃止） 

３ 次に掲げる条例は，廃止する。 

 (1) 柏市特別職報酬等審議会条例（昭和 39 年柏市条例第 38号） 

 (2) 柏市住居表示審議会条例（昭和 41年柏市条例第３号） 

 (3) 柏市通学区域審議会条例（昭和 41年柏市条例第７号） 

 (4) 柏市総合計画審議会条例（昭和 41年柏市条例第 28 号） 

 (5) 柏市生涯学習推進協議会条例（平成４年柏市条例第 10号） 

 (6) 柏市行政改革推進委員会条例（平成７年柏市条例第 32号） 

   附 則（平成 17年条例第 127号） 

 この条例は，公布の日から施行する。 
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   附 則（平成 19年条例第２号抄） 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成 19年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 19年条例第 43号） 

 この条例は，平成 19年 12 月 28日から施行する。 

   附 則（平成 19年条例第 46号抄） 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成 20年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 20年条例第 32号） 

 この条例は，公布の日から施行する。 

   附 則（平成 24年条例第 36号） 

 この条例は，平成 25年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 25年条例第 15号抄） 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成 25年６月１日から施行する。 

   附 則（平成 26年条例第 33号抄） 

 （施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

   附 則（平成 28年条例第 19号） 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成 28年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に柏市就学指導委員会の委員に委嘱されている者は，この条例の施行の日をも 

 って柏市教育支援委員会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において，その委嘱されたものと 

 みなされる者の任期は，改正後の別表の規定にかかわらず，同日における柏市就学指導委員会の委員と 

 しての任期の残任期間と同一の期間とする。 

   附 則（平成 29年条例第３号） 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成 29年４月１日から施行する。 

 （任期の特例） 

２ この条例の施行の際現に次に掲げる附属機関に相当する合議体（以下「従前の合議体」という。）の 

 委員である者は，この条例の施行の日をもって当該附属機関の委員に委嘱され，又は任命されたものと 

 みなす。この場合において，当該委嘱され，又は任命されたものとみなされる者の任期は，第１条の規 

 定による改正後の柏市附属機関設置条例別表及び第３条の規定による改正後の柏市産業振興基本条例第 

 ７条第４項の規定にかかわらず，同日における従前の合議体の委員としての任期の残任期間と同一の期 

 間とする。 

 (1) 柏市補助金等交付審査会 

 (2) 柏市プロポーザル方式選定委員会 
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 (3) 柏市新型インフルエンザ等対策委員会 

 (4) 柏市介護保険施設等事業者選定委員会 

 (5) 柏市地域包括支援センター運営協議会 

 (6) 柏市第二清掃工場運営委員会 

 (7) 柏市人・農地プラン検討会 

 (8) 柏市いじめ重大事態調査検証委員会 

 (9) 柏市産業振興会議 

   附 則（平成 31年条例第１号） 

 この条例は，平成 31年４月１日から施行する。 

   附 則（令和元年条例第 22号） 

 この条例は，令和２年１月１日から施行する。 

 

別表（第２条） 

（平 10条例６・平 11条例７・平 12 条例 29・平 17条例 17・平 17 条例 127・平 19 条例２・平 19 条例 43・

平 19条例 46・平 20条例 32・平 24条例 36・平 25条例 15・平 26条例 33・平 28 条例 19・平 29条例３・

平 31 条例１・令元条例 22・一部改正） 

 

附 属 機 関

の 属 す る

執 行 機 関

等 

附属機関 担任する事務 委員の数 委員の任期 

市長 柏市表彰審査

会 

被表彰者についての審査に関する事務 15 人以内 市長が別に

定める。 

柏市特別職報

酬等審議会 

市議会の議員の議員報酬の額並びに市長及

び副市長の給料及び退職手当の額について

の審議及び答申に関する事務 

10 人以内 市長が別に

定める。 

柏市ネーミン

グライツ導入

審査委員会 

ネーミングライツの導入に係る優先交渉権

者の選定及び提案についての審査に関する

事務 

導入する案

件ごとに 7

人 

市長が別に

定める。 

柏市地方創生

総合戦略評価

委員会 

柏市地方創生総合戦略の評価及び推進につ

いての助言に関する事務 

10 人以内 2 年 

柏市行政改革

推進委員会 

行政改革の課題及び推進状況についての調

査及び審議並びに答申に関する事務 

12 人以内 市長が別に

定める。 
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柏市補助金等

交付審査会 

補助金，助成金，奨励金及び利子補給金に係

る交付対象者の選定，事業の遂行の助言及び

実績報告についての審査に関する事務 

事業ごとに

10 人以内 

2 年以内 

柏市プロポー

ザル方式選定

委員会 

本市が発注する委託業務等の請負その他の

契約のうちプロポーザル方式によるものの

契約候補者の選定についての審査に関する

事務 

業務ごとに

10 人以内 

市長が別に

定める。 

柏市男女共同

参画推進審議

会 

女性問題に関する総合的施策の推進につい

ての審議及び答申に関する事務 

15 人以内 2 年 

柏市住居表示

審議会 

住居表示整備事業の実施についての調査及

び審議並びに答申に関する事務 

20 人以内 市長が別に

定める。 

柏市新型イン

フルエンザ等

対策委員会 

新型インフルエンザ等の全国的かつ急速な

まん延のおそれのある感染症の発生時にお

ける的確かつ迅速な対処についての調査及

び審議並びに答申に関する事務 

20 人以内 2 年 

柏市予防接種

調査会 

予防接種の適正かつ円滑な処理についての

調査及び審議並びに答申に関する事務 

6 人以内 2 年 

柏市老人ホー

ム入所判定審

査会 

老人ホーム入所措置の要否についての審査

及び答申に関する事務 

6 人 2 年 

柏市地域密着

型サービス運

営委員会 

地域密着型サービス及び地域密着型介護予

防サービスの適正な運営の確保についての

審議及び答申に関する事務 

8 人 2 年 

柏市介護保険

施設等事業者

選定委員会 

公募による居宅サービス，地域密着型サービ

ス及び施設サービスの事業者の選定につい

ての審査に関する事務 

12 人以内 3 年以内 

柏市地域包括

支援センター

運営協議会 

地域包括支援センターの設置，変更及び廃止

並びに運営についての審議に関する事務 

10 人以内 3 年 

柏市第二清掃

工場運営委員

第二清掃工場に隣接する町会及び自治会そ

の他関連する団体との協定のうち当該工場

28 人以内 2 年 
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会 の操業の監視に係るものに基づく当該工場

の適正な管理運営についての審議及び助言

に関する事務 

柏市農業振興

審議会 

農業振興施策の総合的かつ効率的な推進に

ついての審議及び答申に関する事務 

12 人以内 市長が別に

定める。 

柏市人・農地プ

ラン検討会 

柏市人・農地プランの策定及び変更について

の審議に関する事務 

16 人以内 2 年 

柏市生涯学習

推進協議会 

生涯学習の推進についての審議及び答申に

関する事務 

15 人以内 市長が別に

定める。 

教 育 委 員

会 

柏市教育支援

委員会 

障害等のある児童生徒等の適切な就学につ

いての審査及び判定並びに継続的な教育の

支援についての助言に関する事務 

14 人以内 2 年 

柏市通学区域

等審議会 

市立の小学校及び中学校の適正な規模及び

配置並びに通学区域についての審議及び答

申に関する事務 

20 人以内 2 年 

柏市いじめ重

大事態調査検

証委員会 

柏市立小学校，中学校及び高等学校における

いじめに係る重大事態についての調査及び

検証に関する事務 

5 人以内 教育委員会

が別に定め

る。 

柏市立柏高等

学校第三次教

育計画策定委

員会 

柏市立柏高等学校第三次教育計画の策定に

ついての調査及び審議並びに答申に関する

事務 

15 人以内 3 年以内 

柏市文化振興

審議会 

文化振興施策の総合的かつ効率的な推進に

ついての審議及び答申に関する事務 

15 人以内 2 年 

水 道 事 業

管理者 

柏市水道部プ

ロポーザル方

式選定委員会 

本市が発注する委託業務等の請負その他の

契約のうちプロポーザル方式によるものの

契約候補者の選定についての審査に関する

事務 

業務ごとに

10 人以内 

水道事業管

理者が別に

定める。 

備考 補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 
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○柏市生涯学習推進協議会規則 

                                      平成 17 年３月 22 日 

                                       （教）規則第３号 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は，柏市附属機関設置条例（平成８年柏市条例第６号）に基づき設置された柏市生涯学  

 習推進協議会（以下「協議会」という。）の組織，運営等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （委員） 

第２条 委員は，生涯学習について識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。 

 （会長及び副会長） 

第３条 協議会に，会長及び副会長各１人を置き，委員の互選により定める。 

２ 会長は，会務を総理し，協議会を代表する。 

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるときは，その職務を代理する。 

 （会議） 

第４条 協議会の会議は，必要に応じて会長が招集し，その議長となる。 

２ 会議は，委員の半数以上の出席がなければ，開くことができない。 

３ 会議の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。 

 （関係人の出席等） 

第５条 協議会は，必要に応じて委員以外の関係者に対し，出席を求めてその意見を聴くこと又は資料の  

 提出を求めることができる。 

 （会議の運営等） 

第６条 この規則で定めるもの及び次条の規定により教育委員会が別に定めるものを除くほか，協議会の  

 議事及び運営に関し必要な事項は，会長が協議会に諮って定める。 

 （補則） 

第７条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，教育委員会が別に定める。 

  

   附 則 

 この規則は，平成 17年４月１日から施行する。 
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○柏市生涯学習推進本部要領 

 

制定 平成２年９月１日 

施行 平成２年９月１日 

 （設置） 

第１条 本市の生涯学習推進計画を策定し，及び生涯学習施策を総合的に推進するため，柏市生涯学習推 

 進本部（以下「本部」という。）を設置する。 

 （所掌事項） 

第２条 本部の所掌事項は，次に掲げるとおりとする。 

 (1) 生涯学習推進計画の策定に関すること。 

 (2) 生涯学習に関する総合的な施策の推進に関すること。 

 (3) 生涯学習関連事業の連絡調整に関すること。 

 (4) その他生涯学習の推進に関すること。 

 （組織） 

第３条 本部は，本部長，副本部長及び委員をもって組織する。 

２ 本部長は市長の職にある者を，副本部長は副市長の職にある者及び教育長の職にある者を，委員は別 

 表に掲げる職にある者をもって充てる。 

３ 本部長は，会務を総理する。 

４ 本部長に事故あるときは，あらかじめ本部長が指名する副本部長がその職務を代理する。 

 （会議） 

第４条 本部の会議は，本部長が招集し，その議長となる。 

２ 本部は，必要があると認めるときは，委員以外の者をその会議に出席させ，意見又は説明を求めるこ 

 とができる。 

 （幹事会） 

第５条 本部に幹事会を置く。 

２ 幹事は教育委員会事務局生涯学習部生涯学習課長の職にある者及び本部長が指名する職にある者（以 

 下「幹事」という。）をもって充てる。 

３ 幹事会は，本部の所掌事務に関する専門的な調査検討及び本部の会議に付する事案の調整を行う。 

４ 幹事会は，教育委員会事務局生涯学習部生涯学習課長の職にある幹事が招集し，その会議を主宰する。 

５ 幹事会は，必要があると認めるときは，幹事以外の者をその会議に出席させ，意見又は説明を求める 

 ことができる。 

 （実務部会） 

第６条 本部及び幹事会に付議する事案に関し必要な事項を調査，研究するため，本部に生涯学習実務部 

 会（以下「実務部会」という。）を置く。 

２ 実務部会は，本部長が指名する職員をもって組織する。 

３ 実務部会に部会長及び副部会長を置き，互選により定める。 

 （庶務） 

第７条 本部，幹事会及び実務部会の庶務は，教育委員会事務局生涯学習部生涯学習課において処理する。 
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 （補則） 

第８条 この要領に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は，平成２年９月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成１０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は，平成１３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は，平成１４年５月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は，平成１５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は，平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は，平成２４年８月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は，平成２７年７月１日から施行する。 

 

別表（第３条第２項） 

 １ 企画部長 

 ２ 財政部長 

 ３ 地域づくり推進部長 

 ４ 保健福祉部長 

 ５ 保健所長 

 ６ こども部長 

 ７ 生涯学習部長 

 ８ 学校教育部長 
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